
【
１
】
高
野
山
開
創

年
記
念
事
業

1
2
0
0

高
野
山
は
、
和
歌
山
県
内
に
有
り
、
八
葉
の
峯

々
に
囲
ま
れ
た
平
原
の
聖
地
で
、
お
大
師
さ
ま
は
、

弘
仁

年
（

年
）、
真
言
密
教
の
根
本
道
場

7

8
1
6

と
す
る
た
め
、
嵯
峨
天
皇
に
高
野
山
下
賜
の
請
願

を
上
奏
さ
れ
、
天
皇
は
高
野
山
下
賜
の
太
政
官
符

を
下
さ
れ
、
高
野
山
の
歴
史
は
始
ま
り
ま
し
た
。

お
大
師
さ
ま
の
高
野
山
開
創
の
意
義
は
、
国
家

の
平
和
と
檀
信
徒
教
化
の
道
場
を
創
り
、
さ
ら
に

は
、
真
言
密
教
の
法
燈
を
護
る
聖
地
と
し
て
、
こ

の
地
に
入
定
留
身
さ
れ
済
世
利
民
の
行
を
続
け
る

聖
地
と
さ
れ
ま
し
た
。

来
る
平
成

年
に
は
、
高
野
山
開
創

27

1
2
0
0

年
に
際
し
、
開
創
記
念
大
法
会
を
奉
修
し
、
そ
の

理
念
に
基
づ
き
、
祖
廟
中
心
の
祖
風
を
宣
揚
し
、

そ
の
教
義
を
弘
め
、
お
大
師
さ
ま
の
遺
徳
顕
彰
、

無
辺
の
誓
願
で
あ
る
令
法
久
住
利
益
人
天
の
た
め
、

祖
山
の
荘
厳
事
業
、
報
恩
伝
道
等
の
記
念
事
業
を

執
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。（
本
山
文
章
の
要
約
）

阿
字
の
故
郷

あ

じ

ふ

る

さ

と

そ
こ
で
、
相
模
支
所
下
の
寺
院
は
、
平
成

年
27

月

日
（
火
）
に
高
野
山
壇
上
伽
藍
の
金
堂
で
、

4

28

大
法
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

千
手
院
の
檀
信
徒
は
、
前
日
の

日
（
月
）
に

27

高
野
山
に
宿
泊
し
、
法
会
参
加
の
後
、
山
内
参
拝

と
観
光
遊
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
全
行
程
バ

ス
で
の
移
動
を
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
前
年
の
平
成

年
に
は
、
枢
議
参
与
檀

26

信
徒
研
修
会
が
、
東
日
本
と
京
浜
と
甲
武
信
の
三

地
区
合
同
で
、
盛
大
に
行
わ
れ
ま
す
。
会
場
は
、

東
京
と
横
浜
を
中
心
に
検
討
中
で
す
。

尚
、
千
手
院
の
本
堂
建
築
に
使
用
さ
せ
て
頂
い

た
檜
は
、
高
野
山
の
山
林
部
様
よ
り
お
譲
り
頂
い

た
貴
重
な
資
材
の
一
部
で
す
。
末
永
く
代
々
に
渡

っ
て
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
左
記
の
マ
ー
ク
は
、
高
野
山
開
創
法
会
の
イ
メ

ー
ジ
を
表
し
て
い
ま
す
。

【
２
】
お
塔
婆
の
お
申
し
込
み
受
付
開
始

月

日
（
日
）
か
ら
お
盆
の
お
塔
婆
の
浄
書

7

1

を
開
始
い
た
し
ま
す
の
で
、
施
主
の
変
更
が
有
る

方
は
、

月
末
日
ま
で
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

6

そ
の
他
、
名
簿
の
追
加
や
新
盆
供
養
で
施
主
名

簿
の
人
数
が
多
い
方
は
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
お
塔
婆
は
、

基

円
で
す
が
、
浄
書

1

2
5
0
0

代
や
お
経
料
は
事
情
に
よ
っ
て
お
考
え
下
さ
い
。

【
３
】
盂
蘭
盆
会
と
新
盆
供
養
会
を
開
催

月

日
（
金
）
午
後

半
時
よ
り
受
付

8

10

1

午
後

時

御
詠
歌
の
奉
詠
（
御
詠
歌
講
）

2

午
後

時

分

法

話

本
山
布
教
師

2

20

仙
乘
院

大
河
榮
正
僧
正
（
長
崎
・
島
原
）

午
後

時

読
経
（
地
元
ご
寺
院
ご
住
職
方
）

3

午
後

時

護
寺
会
年
次
総
会
（
会
計
報
告
）

4

※
総
会
終
了
後
に
、
お
塔
婆
を
お
配
り
し
ま
す
。

【
４
】
住
職
出
仕
予
定
の
各
地
ご
寺
院

月

日

広
徳
寺
（
小
和
田
）
午
後

時

7

29

3

月

日

成
就
院
（
大

庭
）
午
後

時

8

1

3

月

日

輪
光
寺
（
円

蔵
）
午
後

時

8

2

2

月

日

善
福
寺
（
柳

島
）
午
後

時

8

3

1

月

日

長
善
寺
（
矢

畑
）
午
後

時

8

4

1
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月

日

宝
生
寺
（
西
久
保
）
午
前

時

8

5

10

月

日

満
福
寺
（
萩

園
）
午
後

時

8

6

2

月

日

宝
珠
寺
（
辻

堂
）
午
後

時

8

7

2

月

日

円
蔵
寺
（
十
間
坂
）
午
前

時

8

8

11

月

日

成
就
院
（
甘

沼
）
午
前

時

8

9

11

月

日

泉
蔵
寺
（
片

瀬
）
午
後

時

8

9

3

月

日

長
福
寺
（
松

林
）
午
後

時

8

11

1

※
以
上

ヶ
寺
の
お
寺
に
出
仕
を
予
定
し
て
お
り

12

ま
す
が
、
不
在
中
も
留
守
番
の
僧
侶
に
よ
り
、

応
対
を
致
し
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

【
５
】
棚
経
日
程
（
各
家
訪
問
の
予
定
表
）

月

日
～

日

鎌
倉
・
横
浜
・
東
京
地
域

7

13

15

月

日

元
町
・
本
村
・
松
林
・
小
和
田
・

8

13

代
官
町
・
小
桜
町
地
域

月

日

浜
竹
・
出
口
町
・
美
住
町
・
松
浪
・

8

14

ひ
ば
り
ヶ
丘
・
松
が
丘
地
域

月

日

城
南
・
辻
堂
・
赤
松
・
長
後
地
域

8

15

※
出
来
る
だ
け
多
く
の
お
家
に
伺
う
予
定
で
は
お

り
ま
す
が
、
天
候
や
緊
急
の
用
件
等
で
左
右
さ

れ
ま
す
の
で
、
お
伺
い
で
き
な
い
こ
と
も
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
の
点
は
ご
了
承
頂
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

※
前
も
っ
て
お
留
守
の
ご
連
絡
を
頂
け
る
と
、
効

率
良
く
出
来
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
し
ま
す
。

【
６
】
秋
季
彼
岸
会
・
稲
荷
講

月

日
（
土
）
午
前

時
よ
り
。
秋
の
収
穫

9

22

11

の
時
期
に
、
境
内
の
お
稲
荷
様
に
、
五
穀
豊
穣
と

無
事
円
満
を
感
謝
し
い
た
し
ま
す
。

大
勢
の
方
々
が
参
加
出
来
る
よ
う
に
、
秋
の
中

日
を
選
ん
で
行
い
ま
す
の
で
、
地
域
の
稲
荷
講
と

は
時
期
を
異
に
し
て
お
り
ま
す
。

読
経
の
後
、
軽
食
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

是
非
ご
参
列
下
さ
い
。

【
７
】
平
成

（

）
年
の
回
忌
一
覧
表

24

2
0
1
2

周

忌

平
成

（

）
年

1

23

2
0
1
1

回

忌

平
成

（

）
年

3

22

2
0
1
0

回

忌

平
成

（

）
年

7

18

2
0
0
6

回

忌

平
成

（

）
年

13

12

2
0
0
0

回

忌

平
成

（

）
年

17

8

1
9
9
6

回

忌

平
成

（

）
年

23

2

1
9
9
0

回

忌

平
成

（

）
年

25

4

1
9
9
2

回

忌

昭
和

（

）
年

27

61

1
9
8
6

回

忌

昭
和

（

）
年

33

55

1
9
8
0

回

忌

昭
和

（

）
年

37

51

1
9
7
6

回

忌

昭
和

（

）
年

50

38

1
9
6
3

※
ご
法
事
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
寺
に
日
時
の
確
認

を
し
て
か
ら
お
決
め
下
さ
い
。
同
じ
日
時
に
法
事

の
重
な
る
場
合
が
有
り
ま
す
の
で
、
先
着
順
と
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

◎
必
要
事
項
は
左
記
の
内
容
で
す
。

①
日
時
と
場
所
の
確
認
を
一
番
に
し
ま
す
。

②
卒
塔
婆
の
名
簿
を
ふ
り
が
な
付
き
で
提
出
。

③
参
加
者
の
人
数
を
前
日
ま
で
に
確
認
。

④
食
事
の
有
無
と
場
所
を
確
保
し
ま
す
。

⑤
生
花
と
供
物
の
注
文
を
頼
む
か
持
参
か
。

⑥
位
牌
と
遺
影
は
機
に
応
じ
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

⑦
お
墓
の
お
掃
除
は
、
法
事
の
前
に
済
ま
せ
て
置

き
ま
し
ょ
う
。
お
線
香
と
墓
地
花
も
必
要
。

【
８
】
こ
う
や
く
ん
の
ご
紹
介

高
野
山
で
修
行
を
し
て
い
る
、
お
坊
さ
ん
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
作
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
場

面
で
、
こ
う
や

く
ん
に
会
え
る

か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

以

上

〒

ｰ

2
5
3
0
0
1
5

茅
ヶ
崎
市

代
官
町

の
1

4

☎

（

）

0
4
6
7

5
1

9
7
5
8

高
野
山
真
言
宗

千

手

院

せ
ん

じ
ゆ

い
ん
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【
１
】
護
寺
会
費
の
納
入
に
つ
い
て

毎
年
ご
協
力
頂
い
て
い
る
、
護
寺
会
費
の
納
入

方
法
に
つ
い
て
、
各
組
の
組
長
さ
ん
が
集
金
に
お

伺
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
お
伺
い
す
る
側
も
、

お
待
ち
頂
く
側
も
、
時
間
の
調
整
が
つ
き
に
く
く

成
っ
て
参
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
組
外
や
市
外
の
方
々
と
同
じ
よ
う
に
、

同
封
の
振
込
用
紙
に
て
納
入
い
た
だ
く
か
、
お
寺

に
ご
持
参
頂
く
か
の
、
何
れ
か
の
方
法
で
の
納
入

を
お
願
い
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
総
会
で
決
算
報
告
を
し
て
お
り
ま
す
様

に
、
ご
本
山
へ
の
義
納
金
（
檀
信
徒
年
会
費
）・
庭

木
の
手
入
れ
・
お
盆
の
設
営
（
テ
ン
ト
等
）
に
加

え
て
、
昨
年
よ
り
本
堂
の
火
災
保
険
に
も
費
用
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
墓
所
の
除
草
や
管
理
は
、
未
だ
住
職
の
ご

厚
意
に
よ
り
、
千
手
院
で
費
用
の
ご
負
担
を
頂
い

て
お
り
ま
す
。
境
内
や
飛
び
地
の
墓
所
を
永
代
に

使
用
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
は
、
今
少
し
の
護
寺
会

護
寺
会
々
報

費
口
数
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

世
話
人
一
同
、
安
易
な
護
寺
会
費
の
増
額
は
避

け
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
生
活
困
窮
の

方
々
へ
の
過
分
な
負
担
を
避
け
る
た
め
に
も
、
ご

協
力
頂
け
る
方
は
、
尚
一
層
の
ご
支
援
を
ど
う
ぞ

宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
２
】
本
堂
建
設
の
決
算
に
向
け
て

本
年
の
総
会
に
向
け
て
、
決
算
報
告
の
準
備
を

進
め
て
お
り
ま
す
が
、
寄
付
者
の
本
堂
内
に
設
置

予
定
の
ご
芳
名
版
は
、
現
在
制
作
中
で
す
。
内
容

の
検
討
に
慎
重
を
期
し
て
お
り
ま
す
の
で
今
し
ば

ら
く
の
お
時
間
を
頂
き
ま
す
。

ま
た
、
本
年
の
総
会
で
は
、
本
堂
建
設
計
画
の

一
応
の
報
告
が
出
来
る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
伽

藍
と
境
内
の
整
備
は
、
今
後
と
も
地
道
に
進
め
て

参
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
ほ
ど
宜
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

尚
、
本
堂
建
設
委
員
会
は
、
会
計
を
護
寺
会
会

計
担
当
に
委
譲
し
、
委
員
は
区
切
り
を
つ
け
て
退

任
を
す
る
予
定
で
お
り
ま
す
。

【
３
】
護
寺
会
世
話
人
名
簿
（
○
印
は
組
長
）

組
○
斎

藤

功

代
官
町

1

水

島

寅

夫

小
桜
町

新

田

眞
由
美

浜
須
賀

組

白

井

好

之
（
会

長
）
小
和
田

2

○
新

倉

孝

文

代
官
町

新

倉

春

生

小
桜
町

組

原

田

季

昭
（
副
会
長
）
小
桜
町

3

○
原

田

吉

一
（
書

記
）
出
口
町

原

田

勝

幸

小
桜
町

組
○
楠

本

実
（
監

査
）
松

林

4

新

倉

秀

春

小
桜
町

組
○
白

井

精

治
（
総

務
）
代
官
町

5
組

小

池

忠

浜

竹

6

○
白

井

ス
ミ
子

浜

竹

組

水

嶋

富
士
雄

美
住
町

7

○
豊

村

實

浜

竹

組
○
原

田

島

雄
（
監

査
）
辻

堂

8
組
○
石

橋

久

照
（
会

計
）
城

南

9

鈴

木

奈
々
子

城

南

川

島

勝

彦

城

南

組
の
組
長
は
、
総
務
で
お
預
か
り
。

10

以

上

〒

ｰ

2
5
3
0
0
1
5

茅
ヶ
崎
市
代
官
町

の

千
手
院
内

1

4

☎

（

）

0
4
6
7

5
1

9
7
5
8

護
寺
会
々
長

白

井

好

之

高野山真言宗 千手院檀信徒会（平成 24 年 6 月 15日発行）



宗教法人 高野山真言宗 千手院 護寺会『 会 則 』
第 １ 条 この会は、宗教法人千手院の檀信徒会であって、「千手院護寺会」という。
第 ２ 条 この会は、事務所を茅ヶ崎市代官町１番４号の宗教法人千手院寺務所内に置く。
第 ３ 条 この会の目的は、次のとおりとする。

１．千手観世音菩薩様のおかげをいただく同信の立場から、千手院の護持発展
に寄与する。

２．菩提寺である千手院の尊厳の護持に努める。
３．宗教(公益)法人の支援団体として、適切な提言を行い、その活動に対し積

極的に協力する。
４．その他この会の発展に関すること。

第 ４ 条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
１．千手院の伽藍と境内の整備。
２．千手院の年中行事への助成。
３．檀信徒の親睦を目的にした、団体参拝や遊行会の企画と実施。
４．その他目的達成に必要な事業。

第 ５ 条 １．この会は、千手院檀信徒をもって構成し会員とする。
２．この会に、会員 名程度を一団とした組を置く。
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第 ６ 条 この会に、次の役員を置く。
１．この会には、会長１名・副会長２名・監査２名・会計１名・総務１名・

書記１名を置く。
２．会長と副会長は、役員会で推薦し、住職が承認する。
３．監査と会計は、役員が互選し、役員会で承認する。
４．総務と書記は、会長が選出し承認する。
５．役員は、各組から１名乃至若干名を選出する。
６．役員の任期は、２年とする。但し、再選はこれをさまたげない。
７．会長が役職遂行不能の時は、副会長がこれを代行する。
８．総務は、他の役員の担当に属さない事項(職務)を担当する。
９．書記は、この会の運営、役員会などの記録を担当する。

第 ７ 条 役員会は、次のとおり行う。
１．役員会は、会長が招集し開催する。
２．役員会は、会長が議長となり、議事の進行をはかる。
３．役員会は、必要により随時開催することができる。
４．会長は、役員会に計る事項を協議するために、前条第１号に定める役員を

以て企画会議を開催することが出来る。
５．特別な事項を協議するため、特別委員会を設置することが出来る。委員は

役員会の議を経て会長が指名する。
(又は)
本堂・庫裡などの建設に当たっては、建設委員会を設置することが出来る。
委員は役員会において選出する。

６．会議の議決は、出席者の過半数をもって決済する。
第 ８ 条 檀信徒総会は次のとおり行う。

１．日時は毎年恒例の千手院盂蘭盆会施餓鬼供養会の後に行う。
２．総会の際に事業報告と会計報告を行う。
３．その他必要な事項についての報告と案内を行う。

第 ９ 条 会計と監査は次のとおり行う。
１．この会の事業年度は、毎年８月１日より、翌年７月３１日までとする。
２．この会の経費は、会費とその他の収入をもって充てる。
３．会費は、この会の運営に必要な金額とし、役員会において定める。

(新規会員等については、会費のお知らせを作成する。)
４．会費は、７月１０日までに会計に納入する。

第１０条 会員死亡の場合、会員には香典、役員には花輪、会長・副会長には香典と花輪
が供与される。

第１１条 この会則を変更するときは、役員会の議決を経て、住職の承認を得なければな
らない。

追 記 尚この会則は、平成１４年９月１日より施行する。 以 上


